
室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領

目次

第１章 総則

第２章 低入札価格調査

第３章 最低制限価格

第４章 雑則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この要領は、室蘭市が工事の請負契約並びに工事に係る測量業務、調査業務

及び設計業務の委託契約（以下「対象工事等」という。）を締結しようとする場合に

おいて、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令（昭

和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 第 1 項（同令第 167 条の 13 により準用する場

合を含む。）の規定により、予定価格の制限の範囲以内で最低価格で入札した者（以

下「低価格入札者」という。）を調査（以下「低入札価格調査」という。）のうえ落

札者としない場合の取扱い及び同令第 167 条の 10 第 2 項（同令第 167 条の 13 によ

り準用する場合を含む。）の規定により、最低制限価格を設ける場合の取扱いを定め

るものとする。

（対象工事等）

第２条 低入札価格調査の対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札を行う予定

価格が 1億 5,000 万円以上の建設工事とする。

２ 最低制限価格の対象工事等は、一般競争入札及び指名競争入札を行う予定価格が

130 万円を超え、1億 5,000 万円未満の建設工事並びに一般競争入札及び指名競争入

札を行う予定価格が 50 万円を超える工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務の

委託契約とする。

第２章 低入札価格調査

（調査基準価格の設定）

第３条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）

は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただ

し、その額が予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては、

１０分の７．５を乗じて得た額とする。

(1)直接工事費の額に１０分の９.７を乗じて得た額

(2)共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

(3)現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

(4)一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額

２ 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、調査基準価格を工事の

予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額以上で総合的に判断し、適当な額を定め

ることができる。



（調査基準価格の記載）

第４条 対象工事等に係る調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格を予定

価格調書に記載するものとする。

（入札参加者への周知）

第５条 低入札価格調査を行う場合の入札参加者への周知は、一般競争入札において

は公告により、指名競争入札は、指名通知書により行うものとする。

（入札の執行）

第６条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は入

札者に対して「保留」と宣言し、落札者が後日決定する旨を告げて入札を終了する

ものとする。

（低入札価格調査委員会の委員）

第７条 室蘭市契約に関する規則（平成１２年規則第２１号）第２４条の規定に基づ

く低入札価格調査委員会（以下「委員会」という。）の委員長は、入札執行者とする。

２ 委員長が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときは、委員長があらか

じめ指名する者がその職務を代理する。

３ 委員会の委員は、土木、建築、契約及び対象工事等を主管する担当課長並びに工

事検査員とする。なお、委員長は、必要に応じて他の職員を委員に指名することが

できる。

（委員会の開催）

第８条 委員長は、調査基準価格を下回る入札があった場合は、速やかに委員会を開

催するものとする。

（委員会の調査事項）

第９条 委員会の調査事項は、低価格入札者から対象工事等に係る次に掲げる事項に

ついて、必要に応じ資料の提出、事情聴取、関係機関の照会等を行うものとする。

(1) 積算内訳書

(2) 安価な見積りができた理由

(3) 下請予定業者の氏名及び契約予定金額

(4) 施工場所付近における手持工事の状況、地理的条件及び手持資材の状況

(5) 労務、資材、機械等の数量及び調達予定に関する状況

(6) 過去に施工した公共工事の状況

(7) 経営内容及び信用状況

(8）その他必要な事項

２ 委員長は、前項の調査の結果を契約審査会に報告するものとする。

（失格判断基準）

第９条の２ 低入札価格調査において、低価格入札者によりその入札価格によっては、

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため、失格と判断する基準を

設けるものとする。

２ 前項に規定する基準となる価格は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった各

費用について、(1)から(4)までに定める額の合計額とする。



(1)直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に１０分の３を乗じて得た額

３ 低価格入札者から提出された積算内訳書の各費用の合計額が前項に掲げる額を下

回る場合は、当該低価格入札者を落札者としないものとする。

（落札決定等）

第 10 条 契約審査会は、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると認め

たときは、その入札者を落札者とする。また、適合した履行がされないおそれがあ

ると認めたときは、その入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲以内の価格

で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）

を落札者とする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、

前２条と同様の手続による調査を行うものとする。

（落札決定の通知）

第 11 条 前条の規定により落札者を決定したときは、当該低価格入札者（次順位者を

落札者とした場合は当該者）に落札者とする通知をするとともに、他の入札者に対

してその旨を通知するものとする。

（実施工事の公表）

第 12 条 低入札価格調査を実施した工事については、その結果を公表する。

２ 調査基準価格については、入札執行後に公表するものとする。

（再度入札）

第 13 条 第９条の調査の結果、低価格入札者を落札者としない場合で、次順位者が存

在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低

入札価格調査の対象となった者を再度入札に参加させないものとする。

（監督体制等の強化）

第 14 条 工事監督員は、低入札価格調査による工事を監督するときは、室蘭市工事監

督検査規程（平成 12 年室蘭市訓令第 2号。以下「規程」という。）に定めるほか、

次の措置をとるものとする。

（1） 施工体制台帳の内容のヒアリング

請負人に対して施工体制台帳の提出を求め、必要に応じ現場代理人等からその

内容についてヒアリングを行うものとする。

（2） 施工計画書の内容のヒアリング

共通仕様書に基づき施工計画書を提出させ、必要に応じ現場代理人等からそ

の内容についてヒアリングを行うものとする。

（3） 施工現場の調査

安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払いの確保から、

必要があると認めるときは、施工現場の実態調査を行うものとする。

(4) 下請業者等の確認

あらかじめ提出された下請予定業者、資材納入予定業者等のとおり実施され

ているかの確認を行うものとする。



２ 工事検査員は、低入札価格調査による工事を検査するときは、規程に定めるほか、

厳格な検査を実施するものとする。

第３章 最低制限価格

（最低制限価格の設定）

第15条 建設工事の最低制限価格は、対象工事等の予定価格算出の基礎となった次に

掲げる額の合計額とする。ただし、その額が当該予定価格に１０分の７．５を乗じ

て得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額

２ 工事に係る測量業務、調査業務及び設計業務（以下「設計等」という。）の委託契

約の最低制限価格は、対象業務の予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる設

計等の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額（一つの契約の中に二以上の業務

が含まれる場合は、業務の種類ごとに算出した額の合計額）とする。ただし、その

額が当該予定価格に１０分の８.１を乗じて得た額を超える場合にあっては１０分

の８.１を乗じて得た額とし、１０分の６を乗じて得た額に満たない場合にあっては

１０分の６を乗じて得た額（測量業務にあっては「１０分の８.１」とあるのは「１

０分の８．２」と、地質調査業務にあっては「１０分の８.１」とあるのは「１０分

の８．５」と、「１０分の６」とあるのは「３分の２」と読み替えて得た額）とす

る。

(1)測量業務

ｱ 直接測量費の額

ｲ 測量調査費の額

ｳ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額

(2)建築設計業務

ｱ 直接人件費の額

ｲ 特別経費の額

ｳ 技術料等経費の額に１０分の６を乗じて得た額

ｴ 諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額

(3)土木設計業務

ｱ 直接原価の額

ｲ その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額

ｳ 一般管理費等の額に１０分の５を乗じて得た額

(4)地質調査業務

ｱ 直接調査費の額

ｲ 間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額

ｳ 解析等調査業務費の額に１０分の８を乗じて得た額

ｴ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額

(5)補償調査業務

ｱ 直接人件費の額

ｲ 直接経費の額

ｳ その他原価の額に１０分の９を乗じて得た額



ｴ 一般管理費の額に１０分の５を乗じて得た額

３ 前２項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、最低制限価格

を工事にあっては予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額以上で、設計等にあっ

ては予定価格に１０分の６を乗じて得た額から１０分の８.１を乗じて得た額（測量

業務にあっては「１０分の８.１」とあるのは「１０分の８．２」と、地質調査業務

にあっては「１０分の６」とあるのは「３分の２」と、「１０分の８.１」とあるの

は「１０分の８．５」と読み替えて得た額）までの範囲内で総合的に判断し、適当

な額を定めることができる。

（最低制限価格の記載等）

第 16 条 対象工事等に係る最低制限価格を設ける場合は第４条の規定を、入札参加者

への周知は第５条の規定を、最低制限価格の公表は第１２条第２項の規定を準用す

る。

第４章 雑則

（委任）

第 17 条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。

この要領は、平成２０年８月４日から施行し、８月４日以降の入札に適用する。

この要領は、平成２１年７月２７日から施行し、８月２０日以降の入札に適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２４年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 次項に定めるものを除き、改正後の室蘭市建設工事低入札価格調査及び最低制限

価格事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以後の入札から適用する。

３ 施行日から平成２４年６月２１日までの間において、第２条第２項に定める建設

工事の入札については、同項及び第３章の規定を適用せず、同条第１項及び第２章

（第９条の２を除く。）の規定を適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２４年５月２９日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２４年１０月２２日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。



（施行期日）

１ この要領は、平成２５年５月２９日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２８年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成２９年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。

（施行期日）

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）

１ この要領は、令和元年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の室蘭市建設工事等低入札価格調査及び最低制限価格事務取扱要領の規定

は、この要領の施行の日以後に公告を行う入札から適用する。

（施行期日）



この要領は、令和４年４月１日から施行し、令和４年５月１日以降の入札に適用する。

（施行期日）

この要領は、令和６年４月１６日から施行し、令和６年５月１日以降の入札に適用す

る。


